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別 紙

鳥取東
 理数教育や英語教育に力を入れるとともに発展的・実践的なプログラムをとおして、新たな価値を創り出す
力や高度なコミュニケーション能力を身に付け、社会をけん引する人材の育成を目指します。

鳥取西
 学問を深く学んだり幅広く学ぶことや、スポーツ・文化芸術活動など幅広く挑戦できる環境の中で、仲間と
協働したり、切磋琢磨したりすることをとおして、社会の進歩・発展に貢献できる創造性豊かな人間を育成し
ます。

鳥取商業
 地元企業と連携した体験型店舗経営や地域・海外との交流活動をとおして、起業精神や地域貢献意欲を高め
るとともに、グローカルな視点や対話力を身に付けた、社会を支える人材の育成を目指します。

鳥取工業
 地域企業との連携による先端技術を活用した学びや教科等横断的なSTEAM教育をとおして、優れた技術や創
造性を身に付け、社会の持続的発展に貢献する「AI技術を兼ね備えた人材」や「地域を支えるものづくり人
材」の育成を目指します。

鳥取湖陵
 ＩＣＴ活用教育を充実させながら、学科を超えた総合選択制による学びをとおして、農業、情報、家庭、工
業の幅広い知識や専門的な先端技術を習得し、地域産業に貢献する人材の育成を目指します。

鳥取緑風
（定時）
（通信）

 高等教育機関や専門機関との連携にもとづく充実した個別具体的な指導・支援や、多様な学習機会をとおし
て、主体的に学ぶ意欲を高め、社会人としての素地を身に付け、自らの世界を広げていくことのできる人材の
育成を目指します。

青谷
 地域の自然・歴史・文化･産業などの資源を活用した探究的な学びをとおして、社会参画力を身に付け、豊
かな人間性を育み、生涯学び続けながら、地域社会に貢献する人材の育成を目指します。

岩美
 地域社会との協働によるグローバルな視野とローカルな視点に立った課題探究学習をとおして、学ぶ力を育
成するとともに、人間力を高め、地域の持続的発展や環境保全のために果敢に挑戦し、共生社会の実現に貢献
できる人材の育成を目指します。

八頭
 高等教育機関や地域と連携した教科等横断的・探究的な学びやスポーツ・文化芸術活動への取組をとおし
て、主体的・協働的に学び続ける姿勢や社会参画力を育むとともに、物事を多面的に捉える力や課題対応力を
養い、地域社会の発展に貢献する人材の育成を目指します。

智頭農林
 県内唯一の農林業の専門高校として、地域や関係機関との連携による実践的な学びや地域資源の活用による
体験的な学びをとおして、専門的技術を身に付け、地域産業及び社会の発展に貢献できる人材の育成を目指し
ます。

倉吉東
（全日）

 国際バカロレア教育の理念を生かした教育活動を全校で展開し、自ら学びを深めながら、世界に通用する論
理的思考力や表現力、コミュニケーション能力を身に付け、未来をリードするグローバル人材の育成を目指し
ます。

倉吉東
（定時）

 個に応じた学びやＩＣＴを活用した学びに加え、生徒が意欲的に取り組む生徒会活動や学校行事をとおし
て、主体的に学ぶ力や協働的に実践する力を身に付け、自らの夢や目標に向かって粘り強く取り組むことので
きる人材の育成を目指します。

倉吉西
 地域との協働によるグループ探究活動をとおして、知的好奇心を高め、世界や地域の課題を自らの問題とし
て捉える力を身に付け、課題解決のために、高い志を持って行動する人材の育成を目指します。

倉吉農業
 広大な農業実習地における実践的で高度な農業教育をとおして、専門的・先進的な技術を身に付け、農業経
営者の育成をはじめ、農業・林業・食品・流通・環境・建設など、社会の基幹となる産業の持続的な発展を担
う人材の育成を目指します。

倉吉総合産業
 地域との連携・交流による実践的な工業、商業、家庭分野の学びや学科を超えた総合選択制による学びをと
おして、ものづくりの大切さや創造する喜びを体験し、望ましい勤労観・職業観を身に付け、地域の産業界を
支える人材の育成を目指します。

鳥取中央育英
 地域との連携のもと、地域を学びの場とした探究活動や競技スポーツ等をとおして、課題解決能力を育成す
るとともに、人間力を磨くことによって、社会で活躍する人材を育成します。

鳥取県立高等学校のスクール・ミッション
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米子東
（全日）

 スーパーサイエンスハイスクール（SSH）の指定校として、国内外の大学、研究機関等と連携し、科学的・
探究的な学びをとおして、思考力や判断力を磨き、広い視野と高い社会貢献意識、豊かな人間性を備えた、未
来を拓く人財の育成を目指します。

米子東
（定時）

 個に応じた学びをとおして、基礎学力の向上に取り組むとともに、外部との連携による体験的な学びをとお
して、表現力や人間関係力を磨き、社会をよりよくするために貢献できる、未来を拓く人財の育成を目指しま
す。

米子西
 米子市と「ふるさと教育」における連携に関する協定を締結する学校として、地域課題解決型の学びや高等
教育機関との連携による探究的な学びをとおして、多様な価値観と実践的な課題解決力を身に付け、グローバ
ル社会の一員として、持続可能な社会を創造する人材の育成を目指します。

米子
 総合学科における多様な学びや地域貢献活動と一体となった探究活動や文化・芸術活動をとおして、新しい
価値を創造する力を身に付け、相互に支え合い、認め合う共生社会の実現と地域の未来創造に貢献する人材の
育成を目指します。

米子南
 ビジネス、調理、家庭分野の専門的な学びや教科等横断的な学び、地域・企業と連携した体験的な学びをと
おして、主体的・協働的に課題を解決する力を身に付け、地域社会の発展に寄与する人材の育成を目指しま
す。

米子工業
 企業や専門人材との連携による工業実習や地域貢献の視点を持って取り組む「ものづくり」の学びをとおし
て、時代や産業界のニーズに応じた深い知識と技術を身に付け、社会の基幹となる産業の持続的発展を担う人
材の育成を目指します。

米子白鳳
（定時）

 ユニバーサルデザインの視点に基づいた授業や個に応じた学習支援、地域における多様な学びをとおして、
主体的に学ぶ意欲を高め、自立し地域社会に貢献することのできる人材の育成を目指します。

米子白鳳
（通信）

 ユニバーサルデザインの視点に基づいた面接指導（スクーリング）や個に応じた学習支援、学習報告書（レ
ポート）をとおして、主体的に学ぶ意欲を高め、自立し地域社会に貢献することのできる人材の育成を目指し
ます。

境
 地域資源を活かした探究的な学びや部活動の振興をとおして、個性の伸⾧を図るとともに、協働する力や粘
り強く物事に取り組む力を育み、価値観の多様化する時代を生き抜くことのできる、豊かな人間性を備えた人
材の育成を目指します。

境港総合技術
 水産、工業、福祉分野における、県内唯一の教育環境のもと、地域の専門家とつながる教育や多様な地域学
校協働活動をとおして、専門的な知識・技術を身に付け、地域の産業界におけるプロフェッショナルやスペ
シャリストとなる人材の育成を目指します。

日野
 日野郡の豊かな自然環境、地域資源を生かした学びや、地元三町との連携による地域課題解決型の学びをと
おして、社会で必要な実践力を身に付け、地域社会の持続的発展に貢献できる人材を育成します。
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県立高等学校のスクール・ミッション、スクール・ポリシー等の策定について 
 

令和５年 12 月 27 日 

高 等 学 校 課 

 

１ スクール・ミッションについて（スクール・ポリシーの前提として設置者が定めるもの） 

各高等学校の存在意義や、各学校が期待されている社会的役割、目指すべき学校像を示しています。 

 

２ スクール・ポリシー（三つの方針）について（学校教育法施行規則に基づき高等学校が定めるもの） 

学校の教育活動を行ううえでの教職員や在籍生徒の指針となるもので、中学生等が目的を持って高

校を選択するための大切なメッセージです。 

 

（１）グラデュエーション・ポリシー（育成を目指す資質・能力に関する方針）について 

生徒の卒業後の姿を見据えて、学校教育活動を通じて生徒にどのような資質・能力を育成することを

目指すのかを定めた基本的な方針です。 

 

（２）カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成及び実施に関する方針）について 

グラデュエーション・ポリシー（育成を目指す資質・能力に関する方針）を達成するために、どのよ

うな教育課程を編成し、実施し、学習評価を行うのかを定めた基本的な方針です。 

 

（３）アドミッション・ポリシー（入学者の受入れに関する方針）について 

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成及び実施に関する方針）とグラデュエーション・ポリシー

（育成を目指す資質・能力に関する方針）に基づく教育内容等を踏まえ、入学時に期待される生徒像

を示す基本的な方針です。 

 

３ スクール・フォーカスについて（本県独自のもの） 

鳥取県教育委員会「県立高等学校重点校」制度に基づく重点項目をスクール・フォーカスとして、

公表し、スクール・ミッション及びスクール・ポリシーの内容とともに、各校が重点的に取り組む教

育活動等を端的に示し、特色化・魅力化の方向性等を広く発信しようとするものです。 

 

【関係法令等】 

〇学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）より一部抜粋 

第 103 条の２ 高等学校は、当該高等学校、全日制の課程、定時制の課程若しくは通信制の課程又は
学科ごとに、次に掲げる方針を定め、公表するものとする。 

一 高等学校学習指導要領に定めるところにより育成を目指す資質・能力に関する方針 
二 教育課程の編成及び実施に関する方針 
三 入学者の受入れに関する方針 

 
〇鳥取県教育委員会「県立高等学校重点校」制度実施要項（平成 30 年度～）より一部抜粋 

１ 目的 
各高等学校が重点的に取り組むべき項目を県教育委員会が指定（重点校指定）し、予算を手厚く

配分する等の支援をすることで、各高等学校の特色化・魅力化をより一層推進するとともに、以下
に掲げる本県教育施策等の実現を図る。 

Ⅰ 鳥取県の「教育に関する大綱」に掲げる取組方針・施策、指標達成の実現 
Ⅱ 「今後の県立高等学校の在り方に関する基本方針［平成 31 年度～平成 37 年度］」の具現化 
Ⅲ 「高大接続改革」への着実な対応 

 

参 考 
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